
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

三

〇
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

三

〇
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
肥
料
の
登
録
の
失
効 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　

　

七

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

九

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（　
　

同　
　

）　

　

九

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

九

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
土
木
総
務
課
）　

一
〇

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
一

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

七
ツ
森
大
和
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

堀
籠　

健
也

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
割
前
四
番
二

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、「
障
害
者
や
高
齢
者
等
を
含
め
誰
も
が
出
来
る
限
り
同
じ
条
件
で
、

と
も
に
生
き
、
生
き
る
」
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
理
念
に
基
づ

き
、
過
疎
・
老
齢
化
社
会
の
中
で
生
活
す
る
高
齢
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
障
害
者

や
生
活
保
護
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
地
域
の
実
態
に
即
し

た
高
齢
者
福
祉
／
介
護
施
設
の
経
営
と
介
護
保
険
指
定
事
業
者
と
し
て
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
介
護
保
険
で
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
制
度
外
の
独
自
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
、
地
域
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
も
の
利
益
及
び
福
祉

の
推
進
し
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ａ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

佐
藤　

達
雄

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

栗
原
市
築
館
字
芋
埣
八
ツ
又
四
十
七
番
地
十
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
地
域
に
お
け
る
災
害
復
興
・
救
援
活
動
を
通
じ
て
、
住
民
活
動
の
活

性
化
を
図
り
緑
豊
か
な
環
境
の
整
備
、
保
全
事
業
な
ど
の
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
行
う
。

ま
た
、
地
域
環
境
を
利
用
し
た
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
り
子
ど
も
の
健
全
育

成
を
図
る
ほ
か
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
す
る
医
療
・
福
祉
活
動
、
国
際
交
流
支

援
な
ど
に
よ
り
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
実
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現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　
 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施

設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
五
二
〇
〇
八
〇
七

（
旧
事
業
所
番
号
〇
四
一

五
三
〇
〇
四
七
四
）

〇
四
一
五
五
〇
〇
五
八
六

設　
置　
者　
名

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス　

ハ
ッ
ピ
ー
仙
台
中
央
・
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
若
林
区
三
百
人
町
百

八
十
一　

ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン

シ
ョ
ン
保
春
院
西
一
〇
一

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス　

ハ
ッ
ピ
ー
仙
台
中
央
・
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
宮
城
野
区
萩
野
町
三

丁
目
十
二－
一

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス　

ハ
ッ
ピ
ー
仙
台
・
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
泉
区
松
森
字
鹿
島
五

十
三
番
五
十
八
号

ジ
ャ
パ
ン
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス　

ハ
ッ
ピ
ー
仙
台
・
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
泉
区
松
森
字
鹿
島
五

十
三
番
九
号

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
九
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
三
三
四

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

気
仙
沼
市
み
の
り
の
園

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

〇
四
一
三
一
〇
〇
一
一
六

〇
四
一
五
五
〇
〇
四
一
二

気
仙
沼
市
本
吉
町
中
島

三
百
五
十
八
番
地
一

わ
・
は
・
わ
美
里

遠
田
郡
美
里
町
青
生
字

中
ノ
橋
百
七
十
三
番
地

仙
台
市
泉
ひ
ま
わ
り
の

家仙
台
市
泉
区
七
北
田
字

道
十
三
番
地

生
活
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型生
活
介
護

気
仙
沼
市
社
会

福
祉
協
議
会

社
会
福
祉
法
人

み
ん
な
の
輪

仙
台
市

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
八
六

〇
四
一
一
二
〇
〇
〇
三
三

〇
四
一
一
二
〇
〇
〇
四
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

障
害
者
支
援
施
設　

只

越
荘
気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越

三
百
四
十
六
番
十
七

若
草
園

登
米
市
東
和
町
米
川
字

町
裏
百
二
十
番
地
一

若
生
園

登
米
市
東
和
町
米
川
字

西
綱
木
二
十
四
番
地

施
設
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護 

生
活
介
護

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

憲
心
会

社
会
福
祉
法
人

恵
泉
会

社
会
福
祉
法
人

恵
泉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
八
六

〇
四
一
五
五
〇
〇
四
一
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

只
越
荘

気
仙
沼
市
唐
桑
町
只
越
三
百
四
十
六
番
十
七

仙
台
市
泉
ひ
ま
わ
り
の
家

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
道
十
三
番
地

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

憲
心
会

仙
台
市

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
業
・
木
材
産

業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

角
田
市
梶
賀
字
高
畑
北
百
五
十
三
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
南
中
央
森
林
組
合

　
　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
北
原
二
十
一
番
地
の
一　
　
　
　

川
崎
町
森
林
組
合

　
　

伊
具
郡
丸
森
町
字
田
町
南
一
番
地
の
一　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
森
町
森
林
組
合

　
　

白
石
市
福
岡
長
袋
字
岩
崎
八
十
一
番
地
の
六　
　
　
　
　
　
　

白
石
蔵
王
森
林
組
合

　
　

黒
川
郡
大
和
町
落
合
松
坂
字
直
南
沢
三
十
九
番
地
の
二
十
三　

黒
川
森
林
組
合

　
　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
万
吉
前
十
九
番
地
の
一　
　
　
　
　
　

宮
城
中
央
森
林
組
合

　
　

大
崎
市
岩
出
山
下
野
目
字
長
田
百
二
十
九
番
地
の
一　
　
　
　

大
崎
森
林
組
合

　
　

栗
原
市
栗
駒
桜
田
街
道
西
十
一
番
地
の
九
十
六　
　
　
　
　
　

栗
駒
高
原
森
林
組
合

 

　
　

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
小
池
百
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

登
米
町
森
林
組
合

　
　

登
米
市
東
和
町
米
川
字
小
田
百
十
番
地
の
一　
　
　
　
　
　
　

東
和
町
森
林
組
合

　
　

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
小
麻
七
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

津
山
町
森
林
組
合

　
　

本
吉
郡
本
吉
町
坊
の
倉
八
番
地
の
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
吉
町
森
林
組
合

　
　

気
仙
沼
市
赤
岩
牧
沢
四
十
四
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

気
仙
沼
市
森
林
組
合

　
　

石
巻
市
大
瓜
字
棚
橋
下
待
井
六
十
五
番
地
の
一　
　
　
　
　
　

石
巻
地
区
森
林
組
合

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
丁
目
四
番
四
十
六
号　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
森
林
組
合
連
合
会

　
　

仙
台
市
青
葉
区
東
照
宮
一
丁
目
八
番
八
号　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
木
材
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
の
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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更
新
年
月
日

平
成
二
十
二
年

八
月
二
十
六
日

平
成
二
十
二
年

九
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

十
月
一
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
四
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
四
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
四
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
五
三
六
号

第
四
七
八
号

第
四
四
六
号

第
四
〇
一
号

第
四
〇
三
号

第
四
〇
四
号

肥
料
の
種
類

魚
か
す
粉
末

副
産
石
灰
肥
料

副
産
石
灰
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

消
石
灰

消
石
灰

肥
料
の
名
称

魚
粕
６
・
５
Ｗ

か
き
が
ら
肥
料

　

・
０
か
き
副
産

45石
灰
南
三
陸
１
号

　

炭
酸
カ
ル
シ
ウ

53ム
肥
料

　

消
石
灰

65
　

消
石
灰

70

保
証
成
分
量
（
％
）

窒
素
全
量

六
・
五

り
ん
酸
全
量

六
・
五

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

四
五
・
〇

四
五
・
〇

五
三
・
〇

六
五
・
〇

七
〇
・
〇

く
溶
性
苦
土

そ
の
他
の
規
格

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

三
陸
フ
ィ
ッ
シ
ュ

ミ
ー
ル
株
式
会
社

上
野　

重
彦

遠
藤　

文
吾

宮
城
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
城
石
灰
工
業
株
式

会
社

宮
城
石
灰
工
業
株
式

会
社

生
産
業
者
の
住
所

宮
城
県
石
巻
市
大
門
町
三
丁

目
二
番
八
号

宮
城
県
気
仙
沼
市
柏
崎
四－

三
八

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
志

津
川
字
大
久
保
一
六
八

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
本
宮
四
七
の
二

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
本
宮
四
七
の
二

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
本
宮
四
七
の
二

有
効
期
限

平
成
二
十
八
年

十
月
二
十
八
日

平
成
二
十
八
年

十
月
十
七
日

平
成
二
十
八
年

十
一
月
十
七
日

平
成
二
十
八
年

十
二
月
九
日

平
成
二
十
八
年

十
二
月
九
日

平
成
二
十
八
年

十
二
月
九
日



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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平
成
二
十
二
年

十
一
月
八
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
八
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
八
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
四

日平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
六
日

第
三
三
九
号

第
三
四
〇
号

第
三
四
一
号

第
四
三
五
号

第
五
三
七
号

第
五
三
八
号

第
五
三
九
号

第
五
四
〇
号

第
四
四
四
号

消
石
灰

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

加
工
家
き
ん
ふ
ん

肥
料

消
石
灰

消
石
灰

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

副
産
石
灰
肥
料

　

消
石
灰

70
　

消
石
灰

65
　

炭
酸
カ
ル
シ
ウ

53ム
肥
料

加
工
家
き
ん
ふ
ん

有
機
肥
料
1
号

　

消
石
灰

70
　

顆
粒
消
石
灰

65
　

防
散
消
石
灰

68
　

炭
酸
カ
ル
シ
ウ

53ム
肥
料

　

・
0
か
き
副
産

45石
灰
肥
料
特
号

三
・
〇

四
・
〇

二
・
〇

七
〇
・
〇

六
五
・
〇

五
三
・
〇

七
〇
・
〇

六
五
・
〇

六
八
・
〇

五
三
・
〇

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

株
式
会
社
ト
キ
ワ

株
式
会
社
ト
キ
ワ

株
式
会
社
ト
キ
ワ

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株

式
会
社

取
締
役
社
長

西
見　
　

徹

東
和
石
灰
工
業
株
式

会
社
代
表
取
締
役

佐
藤　

幸
一

東
和
石
灰
工
業
株
式

会
社
代
表
取
締
役

佐
藤　

幸
一

東
和
石
灰
工
業
株
式

会
社
代
表
取
締
役

佐
藤　

幸
一

東
和
石
灰
工
業
株
式

会
社
代
表
取
締
役

佐
藤　

幸
一

阿
部　

哲
夫

東
京
都
品
川
区
大
崎
三
丁
目

六
番
四
号

東
京
都
品
川
区
大
崎
三
丁
目

六
番
四
号

東
京
都
品
川
区
大
崎
三
丁
目

六
番
四
号

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一

丁
目
一
三
番
五
号

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼

字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
県
石
巻
市
流
留
字
町
一

一
番
地
の
二

平
成
二
十
八
年

十
一
月
十
三
日

平
成
二
十
八
年

十
一
月
十
三
日

平
成
二
十
八
年

十
一
月
十
三
日

平
成
二
十
九
年

二
月
二
十
五
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
九
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
九
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
九
日

平
成
二
十
九
年

一
月
十
九
日

平
成
二
十
八
年

二
月
二
十
四
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
五
三
三
号

肥
料
の
種
類

魚
か
す
粉
末

肥
料
の
名
称

魚
粕
7
・
0
魚
か

す
粉
末

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

 
名

称

及

び

住

所

 

協
同
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

森
田　

雅
彦

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
三
番
一
号

変　

更　

の　

内　

容

変
更
事
項

代
表
者
の
氏
名

変　

更　

前

代
表
取
締
役　

依
光　

正
勝

変　

更　

後

代
表
取
締
役　

森
田　

雅
彦

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
一
日
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第
五
三
四
号

第
五
三
五
号

第
四
三
五
号

第
四
五
四
号

第
四
五
五
号

第
四
九
三
号

第
五
二
九
号

第
五
四
三
号

第
五
四
五
号

第
五
五
三
号

第
三
三
九
号

第
三
四
〇
号

第
三
四
一
号

第
五
一
一
号

第
五
一
三
号

第
五
四
六
号

魚
か
す
粉
末

魚
か
す
粉
末

加
工
家
き
ん
ふ
ん

肥
料

副
産
植
物
質
肥
料

混
合
有
機
質
肥
料

塩
化
加
里

混
合
有
機
質
肥
料

混
合
有
機
質
肥
料

な
た
ね
油
か
す
及

び
そ
の
粉
末

混
合
有
機
質
肥
料

消
石
灰

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

混
合
有
機
質
肥
料

副
産
動
物
質
肥
料

混
合
有
機
質
肥
料

魚
粕
8
・
0
魚
か

す
粉
末

魚
粕
9
・
0
魚
か

す
粉
末

加
工
家
き
ん
ふ
ん

有
機
肥
料
１
号

カ
タ
ク
ラ
醗
酵
副

産
肥
料

片
倉
粒
状
混
合
有

機
質
肥
料
６
号

　

・
0
粒
状
塩
化

57加
里

く
み
あ
い
有
機
９

４
０

片
倉
有
混
７
１
０

粒
状
な
た
ね
５
２

１大
豆
か
す
入
り
粒

状
混
合
有
機
質
肥

料
　

消
石
灰

70
　

消
石
灰

65
　

炭
酸
カ
ル
シ
ウ

53ム
肥
料

バ
イ
オ
ノ
有
機
Ｓ

エ
キ
タ
ン
有
機

バ
イ
オ
ノ
有
機
P

E
R
6
・
0

協
同
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

森
田　

雅
彦

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
三
番
一
号

協
同
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

森
田　

雅
彦

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
三
番
一
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号

株
式
会
社
ト
キ
ワ

代
表
取
締
役
社
長　

山
川　

一
夫

東
京
都
品
川
区
大
崎
三
丁
目
六
番
四
号

ト
キ
ワ
タ
ン
カ
ル
工
業
株
式
会
社

大
成
農
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

杉
浦　
　

宏

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

大
成
農
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

杉
浦　
　

宏

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

大
成
農
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

杉
浦　
　

宏

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

�
社
名
変
更

�
代
表
者
の
氏
名
住

所
�
生
産
す
る
事
業
場

の
名
称
及
び
所
在
地

�
保
管
す
る
事
業
場

の
名
称
及
び
所
在
地

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

代
表
取
締
役　

依
光　

正
勝

代
表
取
締
役　

依
光　

正
勝

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

取
締
役
社
長　

中
川　

敏
夫

�
ト
キ
ワ
タ
ン
カ
ル
工
業
株
式
会
社

�
取
締
役
社
長　

光
廣　

徳
二

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
中
田
町
字
杉
ノ

下
一
三
番
地
一

�
ト
キ
ワ
タ
ン
カ
ル
工
業
株
式
会
社
上

沼
工
場

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
字
本
宮
二
四

�
ト
キ
ワ
タ
ン
カ
ル
工
業
株
式
会
社

上
沼
市
中
田
町
字
本
宮
二
四

広
島
県
広
島
市
東
区
戸
板
新
町
二
丁
目

一
四
番
一
四
号

広
島
県
広
島
市
東
区
戸
板
新
町
二
丁
目

一
四
番
一
四
号

広
島
県
広
島
市
東
区
戸
板
新
町
二
丁
目

一
四
番
一
四
号

代
表
取
締
役　

森
田　

雅
彦

代
表
取
締
役　

森
田　

雅
彦

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

取
締
役
社
長　

西
見　
　

徹

�
株
式
会
社
ト
キ
ワ

�
代
表
取
締
役
社
長　

山
川　

一
夫

東
京
都
品
川
区
大
崎
三
丁
目
六
番
四
号

�
株
式
会
社
ト
キ
ワ
上
沼
工
場

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮
四

七－

二

�
株
式
会
社
ト
キ
ワ
上
沼
工
場

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮
四

七－

二

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
一
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
一
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
二
日

平
成
二
十
一
年

六
月
一
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

第2249号　平成23年４月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

第
五
四
七
号

第
五
五
八
号

第
四
〇
一
号

第
四
〇
三
号

第
四
〇
四
号

第
四
四
一
号

第
四
四
二
号

混
合
有
機
質
肥
料

混
合
有
機
質
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

消
石
灰

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

バ
イ
オ
ノ
有
機
P

E
R
6
・
5

バ
イ
オ
ノ
ミ
ッ
ク

ス
B
M

　

炭
酸
カ
ル
シ
ウ

53ム
肥
料

　

消
石
灰

65
　

消
石
灰

70
　

・
0
苦
土
入
り

12炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

　

・
0
苦
土
入
り

10炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

大
成
農
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

杉
浦　
　

宏

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

大
成
農
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

杉
浦　
　

宏

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

宮
城
石
灰
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

佐
藤　

幸
一

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
石
灰
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

佐
藤　

幸
一

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
石
灰
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

佐
藤　

幸
一

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
石
灰
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

佐
藤　

幸
一

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
六
番
地

宮
城
石
灰
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役　

佐
藤　

幸
一

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場
八
六
番
地

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

会
社
所
在
地
の
移
転

に
よ
る
住
所
変
更

広
島
県
広
島
市
東
区
戸
板
新
町
二
丁
目

一
四
番
一
四
号

広
島
県
広
島
市
東
区
戸
板
新
町
二
丁
目

一
四
番
一
四
号

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮
四

七
番
地
の
二

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮
四

七
番
地
の
二

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮
四

七
番
地
の
二

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮
四

七
番
地
の
二

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
本
宮
四

七
番
地
の
二

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

広
島
県
広
島
市
中
区
鉄
砲
町
七
番
八
号

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場

八
六
番
地

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場

八
六
番
地

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場

八
六
番
地

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場

八
六
番
地

宮
城
県
登
米
市
中
田
町
上
沼
字
北
桜
場

八
六
番
地

平
成
二
十
二
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
二
年

十
一
月
一
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
日

平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年

一
月
二
十
五
日

失
効
年
月
日

平
成
二
十
二
年

九
月
七
日

平
成
二
十
二
年

十
月
二
十
二
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
五
三
二
号

第
四
九
三
号

肥
料
の
種
類

乾
燥
菌
体
肥
料

塩
化
加
里

肥
料
の
名
称

Ｆ
Ｋ
７

　

・
0
粒
状
塩
化

57加
里

保
証
成
分
量
（
％
）

窒
素
全
量

七
・
〇

   　

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

　

加
里
全
量

一
・
五

五
七
・
〇

ア
ル
カ
リ
分  

そ
の
他
の
規
格

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

福
栄
肥
料
株
式
会
社

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株

式
会
社

取
締
役
社
長

西
見　
　

徹

生
産
業
者
の
住
所

兵
庫
県
尼
崎
市
昭
和
南
通
三
丁
目
二
六
番
地

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五
号



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
か
ら
二
十
三
年
三
月
分

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
殊
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
か
ら
二
十
三
年
三
月
分 
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肥

料

の

種

類

等

加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料

混
合
有
機
質
肥
料

魚
か
す
粉
末

副
産
石
灰
肥
料

副
産
石
灰
肥
料

保

証

票

添

付

者

株
式
会
社
伊
達
物
産
ま
ほ
ろ

ば片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

株
式
会
社
稲
井

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
マ
ン

三
浦　
　

渉

肥

料

の

名

称

ダ
テ
ユ
ー
キ
ペ
レ
ッ
ト

く
み
あ
い
有
機
９
４
０

イ
ナ
ホ
９
魚
粕
粉
末

蛎
次
郎
（
か
き
じ
ろ
う
）

シ
ェ
ル
1
0
0
％
肥
料

検

査

の

概

要

分

析

検

査

項　
　
　
　
　
　
　

目

主
成
分－

Ｔ
Ｎ
、
Ｔ
Ｐ
、
Ｔ
Ｋ

主
成
分－

Ｔ
Ｎ
、
Ｔ
Ｐ

主
成
分－

Ｔ
Ｎ
、
Ｔ
Ｐ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

主
成
分－

Ａ
Ｌ

指
摘
事
項

保
証
票
の
検
査

そ
の
他
の
検
査

ヒ
素
、
水
分

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
ヒ

素ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

備　
　

考

立
入
年
月
日

二
十
二
年
七
月
十

五
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
一
月

十
六
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
一
月

十
六
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

十
五
日

立
入
年
月
日

二
十
三
年
一
月
十

九
日

（
注
）　
一　

分
析
検
査
及
び
そ
の
他
の
検
査
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
混
合
し
た
試
料
一
点
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　

二　

分
析
検
査
の
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　

三　

主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ａ
Ｌ－

ア
ル
カ
リ
分

特

殊

肥

料

の

指

定

名

た
い
肥

生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し

く
は
販
売
業
者
又
は
表
示
者

株
式
会
社
伊
達
物
産
ま
ほ
ろ

ば

届　

出　

名

（
及
び
商
品
名
）

ダ
テ
ユ
ー
キ

検

査

の

結

果

Ｔ
Ｎ

（
％
）

三
・
一
九

Ｔ
Ｐ

（
％
）

二
・
六
一

Ｔ
Ｋ

（
％
）

二
・
六
四

Ｔ
Ｃ
ｕ

（�
／�
）

Ｔ
Ｚ
ｎ

（�
／�
）

Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ

（
％
）

Ｃ
／
Ｎ

五
・
一

水
分

（
％
）

三
一
・
二

そ
の
他

の
検
査

備　
　

考

立
入
年
月
日

二
十
二
年
七
月
十

五
日
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た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

動
物
の
排
せ
つ
物

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

た
い
肥

株
式
会
社
サ
ン
エ
ス
ブ
リ
ー

デ
ィ
ン
グ

株
式
会
社
大
地
酵
素

有
限
会
社
蔵
王
高
原
牧
場

株
式
会
社
バ
イ
オ
技
研

株
式
会
社
栗
駒
フ
ァ
ー
ム

株
式
会
社
栗
駒
フ
ァ
ー
ム

有
限
会
社
マ
ル
ト
ウ
畜
産

加
美
コ
ン
ポ
ス
ト
利
用
組
合

イ
セ
フ
ァ
ー
ム
東
北
株
式
会

社株
式
会
社
宮
城
醗
酵

ゴ
ー
ル
ド
興
産
株
式
会
社
宮

城
工
場

ゴ
ー
ル
ド
興
産
株
式
会
社
宮

城
工
場

株
式
会
社
オ
ダ
ジ
マ
フ
ァ
ー

ム
中
野
農
場

有
限
会
社
三
喜

気
仙
沼
市
本
吉
有
機
肥
料
セ

ン
タ
ー

い
き
い
き
パ
ワ
ー

大
地
の
い
の
ち

牛
ふ
ん
た
い
肥

グ
リ
ー
ン
ス
パ
ッ
ト

醗
酵
け
い
ふ
ん

ハ
イ
コ
ン
ユ
ー
キ

と
ん
豚
の
た
い
肥

イ
セ
グ
リ
ー
ン

I
S
E
ス
ー
パ
ー
グ
リ
ー
ン

チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
堆
肥

バ
ッ
チ
リ
米
キ
ン
グ

ハ
イ
ア
ミ
ノ　
10

豚
ふ
ん

三
喜
１
号

も
と
よ
し
有
機

二
・
〇
五

一
・
三
五

二
・
〇
四

三
・
二
九

一
・
七
〇

一
・
一
一

三
・
四
三

二
・
九
五

二
・
六
三

〇
・
六
六

九
・
二
〇

一
〇
・
四
九

一
・
三
四

三
・
五
三

二
・
一
〇

五
・
七
四

二
・
三
四

三
・
一
五

四
・
三
二

四
・
三
四

二
・
九
四

六
・
二
二

四
・
三
一

四
・
七
七

一
・
〇
〇

一
六
・
一
〇

一
二
・
二
〇

二
・
七
〇

二
・
九
七

三
・
〇
三

一
・
九
六

一
・
九
九

三
・
一
一

三
・
六
〇

三
・
四
八

一
・
九
六

四
・
二
一

三
・
三
二

三
・
五
二

〇
・
九
〇

七
・
七
三

四
・
九
八

一
・
六
三

一
・
八
八

三
・
九
七

五
九
・
四

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・
〇

五
〇
・
一

五
五
・
九

三
一
・
八

四
一
五
・
〇

三
五
三
・
〇

一
六
一
・
〇

七
・
七

六
七
・
三

五
五
〇
・
〇

五
〇
六
・
〇

一
、
五
八
五
・
〇

五
六
八
・
〇

六
七
五
・
〇

二
一
三
・
〇

三
二
九
・
〇

二
四
四
・
〇

三
七
三
・
〇

四
二
・
〇

四
二
二
・
〇

一
九
・
七

六
・
八

七
・
三

二
一
・
八

二
二
・
四

二
・
九

八
・
九

七
・
四

四
・
三

一
・
八

五
三
・
二

六
・
〇

一
一
・
七

一
三
・
〇

九
・
四

一
一
・
三

一
一
・
九

六
・
六

七
・
一

七
・
六

一
二
・
二

一
・
一

一
・
二

九
・
四

一
二
・
五

一
二
・
〇

二
七
・
七

四
四
・
九

二
四
・
五

一
八
・
四

二
七
・
〇

四
四
・
二

二
五
・
三

一
三
・
八

二
三
・
三

六
三
・
八

三
・
八
二

一
一
・
二

四
一
・
三
〇

八
・
八

二
九
・
二

立
入
年
月
日

二
十
二
年
七
月
十

五
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
一
月

二
十
二
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
一
月

二
十
二
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
一
月

二
十
二
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

八
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

八
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

十
三
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

十
五
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

十
五
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

十
五
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

十
六
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

十
六
日

立
入
年
月
日

二
十
二
年
十
二
月

二
十
一
日

立
入
年
月
日

二
十
三
年
一
月
十

九
日

立
入
年
月
日

二
十
三
年
一
月
十

八
日



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
上
福
田
地
区
土

地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

東
松
島
市
役
所
、
美
里
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
号

　

県
営
前
川
地
区
土
地
改
良
事
業
（
湛
水
防
除
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
郷
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
津
山
町
横
山
字
地
志
貝
二
三
四
の
一
か
ら
二
三
四
の
四
ま
で
、
字
小
金
沢
九
八

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
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備
考　

一　

分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ－

加
里
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ｕ－

銅
全
量
、
Ｔ
Ｚ
ｎ－

亜
鉛
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ－

石
灰
全
量
、
Ｃ
／
Ｎ－

炭
素
窒
素
比
、
水
分－

水
分
含
量

　
　
　
　

二　

分
析
値
は
、
Ｔ
Ｃ
ｕ
及
び
Ｔ
Ｚ
ｎ
に
つ
い
て
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
、
そ
れ
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。



す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
栗
駒
文
字
荒
砥
沢
四
五
の
五
〇

　

２　

指
定
の
目
的

　
　
　

水
源
の
か
ん
養

　

３　

指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　
�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
栗
駒
文
字
沼
前
三
二
の
一
七

　

２　

指
定
の
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

指
定
施
業
要
件

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
耕
英
南
二
一
の
一
、
六
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
九
一
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

沼
倉
耕
英
南
二
一
の
一
・
六
四
・
九
一
の
一
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

平
成
二
十
三
年
度
土
木
部
リ
ー
ス
パ
ソ
コ
ン
一
括
賃
貸
借
等
、

導
入
設
定
及
び
保
守
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

土
木
部
土
木
総
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
三
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
一
番
一
号　

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
北
支
店

第2249号　平成23年４月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）



五　

落
札
金
額　

千
七
百
六
十
二
万
七
千
四
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
一
月
十
四
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（11）　 平成23年４月19日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2249号　　 

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
小
川
字
神
田
町
四
十
番
一
及
び
同
字
上
町
五
十

二
番
一

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
字
西
鹿
島
百
三
番
地
四

　
　

ラ
ピ
ス
・
リ
ジ
ュ
ー
ル
Ｂ
一
〇
二

 

布
田　

秀
一　
　
　
　
　
　
　
　


